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平成／ナ年♂月Jべ日

〒17D・0005　東京都豊島区南大塚3－12－9

喜多ビル3F
小　林　法　律　事　務　所

TEL：03・3980・2001・FAX：03・8980．3002

弁護士　　小　　林　　康　　志

β〉弁護士　小　　林　　亭　　与

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、下記書類をこ送付申し上げますので、宜しくこ査収下されるようお願い申し

上げます。

敬具

吾己
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、ま、ア尺　丁盲Lクー7♂－∫7∫こルノノヒいうぺミ月ヽ瀬教乙

ス、再ミ1了、う、 承まて下ざ一．

本托を含めて－プ」一枚送付致しました。

ム．1．d 塊緋酬　　　・；乞：L丁　目；諸e如00こ



仮差押決定

当事者の表示

情求償権の表示

別紙当事者日録記載のとおり

別紙請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の平成15年（ヨ）第48号債権仮差押命令申立事件について，

当裁判所は，債権者の申立てを相当と髄め，債権者に代わり第三者弁護士小林幸

与に

金10万円の

担保を立てさせて，次のとおり決定する。

主 文
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債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため，債務者の第三債

務者らに対する別紙仮差押債権目録記載の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者らは，債務者に対し．仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債務者は∴上把隋求債権額を供託するときは，この決定の執行の停止又はその

執行処分の取消を求めることができる。

平成15年8月22日

横浜地方裁判所相模原支部

裁判＿官　’安藤祥一郎

（畏保印102）

ム，て．d 雛誹鰍レ　　　粥：ムー　日こ諸9如00こ



当　事　者　目　録
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〒228－0802　神奈川県相模原市

債権者

〒170－0005　束京都豊島区南大塚3丁目12許9号音多ビル3階

小林法律事務所（送達場所）

TEL O3（5980）3900　FAX O3（3980）2298

L債権者代理人

弁諸士　小　　林　　亭　　与

住所不明（携帯番号09？－4457－3436）

債務者　ミネタキアキオこと卜⊥タルクレ

ディミネタキアキオことハマザ

キイヅミことマックストリヤマ

コウイチことネット

〒15．3－0061東京都目黒区中目黒3丁目1番30号

第三債務者　目　黒　借　用　金　庫

上記代表理事　伊　　藤　　　昌　　明

（送達場所）

〒142－0061　東京都品川区小山台1－11－16

目黒借用金庫不動前支店

〒210－0006　神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番地1

第三債務者　川　崎　借　用　金　席

上記代表理事　寺　　尾　　　嘉　　剛

（送達場所）

〒213－0001神奈川県川崎市高津区溝口4－18－34

川崎借用金庫高津支店

ム．－宅．d 勝沼酬　　　壬も：い　配獅離00こ
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〒160－8431東京都新宿区西新宿5丁目9番2号

第三偵按者　株式会社　八千代銀行

上記代表者代表取締役　藤　　山　　智　　昭

（送達場所）

〒228－0803　神泰川県相模原市相模大野3－1－5

株式会社八千代銀行相模大野支店

腰吾掛中　　　三（：ムー　臼こ；蹄如00こ



請求債権目録
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1　金162万4000円

但し、債権者が債務者より、平成12年1月から平成13年2月頃の間に合計

金51万3000円を借り受け（法律上は無効）、同年1月6日から平成15年

4月30日の間に合針金213万7000円を支払ったことに基づき、債権者が

債務者に対して有する金162万4000円の不当利得返通請求権。

l J

＿．⊥L．－雪－dふ 雌緒鰍巨　　　三宅：い　白；諸号如00；



仮差押債1権目録

1　金77万2000円

債務者が第三債務者（目黒信用金庫不動前支店）に対して有する下記銀行口

座の預金のうち、頭害金額に満つるまでこ

す己

目黒借用金庫不動前支店

普通預金　103833

ハマサキ　イヅミ

2　金66万2000円

債務者が第三債務者（川崎借用金庫高沖支店）に対して有する下記銀行口座

の預金のうち、頭書金額に満つるまで？＿

記

川崎借用金庫高韓支店

普通頭金　801540

ハマザキイヅミ

3　金19万円

債務者が第三債務者（株式会社∧千代銀行相模大野支店）に対して有する下

記銀行口座の預金のうち、頭書金鰍こ満つる喪で。

甲
八千代銀行相模大野支店

普通預金　65．8845

ネット

ム．一9．d ∵癖鮨掛卜　　　冨宅：い　日；諸9郭00こ
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皇甘絹4月1相、17晴耕血石繭等抽云律櫛　　　－　馳応報溺踊
冊汀用い肌0　テ．2尋　2／5

こ：

仮　差　押．決　定

当事者の表示．別紙当事者日録把戟のとおり

請　求　債　権　　別紙請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の平成15年（ト）第10号債権仮差押命令申立事件について．

当裁判所は，僚柏者の申立て牢相当と棒め．債権者に金1万円の担保を立てさせ

て．次のとおり‾決定する。

主　　　　文
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債権者の倭甥者に対する上記債権の執行を保全するため．債務者の第三便

務者に対する別紙仮羞押債権目録記載の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者札債務者に対し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債務者は．上記請求債権額を供託するときは，この決定の執行の停止又は

その執行処分の取り消しを求めることができる。

平成1・5年2月．1．3日

宮崎簡易裁判所

裁判官　寺　尾　富士男こ

これ鱒正本である。

前同日同庁

裁判所書記官　長　友　轡



・三〔l■〕絹4月1虹17軒≠⊥・⊥・ム．ふ拍言出邦語綿　　　　‘〕同軸庄き酬　　；・歳㍑Ⅷ0．9740　f・．㌘J′′）

主当事者日録・

債　　権　　者

〒⊥ニ＿　二‾二▼

宮崎県

干880－0873

宮崎県宮崎絹堀川町15番地2
電　幣：0985－27－2229

上記債権者代理人　弁磯士　松　　　岡　　茂　　行

同　　　　　弁藩士　三　　島　皇　都　子

倖所不拝
電　悟：03－

FAX：03一二⊥＿二一一二
■・債　　務　　者

、
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卵やナ
干160－0022

東京都新宿区新宿5丁目9藤2号
第　三．債　務　馨　　株式会社八千代銀行

上把代表者代表鶴舞役　　　藤　　山　　智　　昭

（上記送達場所）

〒170－0013

東京都塩島！東東池袋2丁目61番3号

株式会社八千代銀行　兼池袋支店

廃幣：03－3983－3221



∵川0靖紺14日∫1閣伊皿刷推断削所　　　山　地敬三購錮　　；038b之／110．97用　F－．4音　り　ご

声音求債権日録

1　金工9万2000円

■

ただし、債権者が債務者より、平成14年12月6日、金4万円

を借り受け、それうの利息及び元金と称して・平成14年12月1

0．日に金8万円を支払ったこと、及び平成14年12月20日に5

万円を借り受け、それらの利息及び元金と称して、・平成14年12

月27日から平成15年1月16日まで合計11万2千円を支払っ

たことについて、上記金銭消費貸借が、出資の受入、預り金及び金

利等の敵締りに関する法律に強反し、かつ無効であることに基づく、

盾樟者の債務者に対して有する19万2千円由不当利得速達輔求権。
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瑚口絹4月14日。17阻津浦軸物胸漕棚　　・言摘畠棚　；〔・棚引削守紺l　∴5‥・′。

仮畳字甲債権Eヨ録

命19万2000円

ただし、一階務者が第三債務者（克池袋支店奴い）に対して有する下

記預金債権のうち、頭書金銀に潤つるまでB

記

株式会社八千代銀行　東池袋支店

口座種現　普通預金

。鱒番号　二＿＿二三

ワ塵名盤　二＝二∴二【「∴
．かプみヤ． 以上



2003年4月14日17翫拍　　記醜謂事漸
町97豊＝≡

仮　差　押　決　定

当事者の表示　　別紙当事者目録記載のとおり

請　求　債　権　　別紙請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の平成15年（ト）第25号債権仮差押命令申立事件について，

当裁判所は・債権者らの申立てを相当と絡め・債権者らに各金7万甲の組保を

立てさせて，次のとおり決定する。

主　　　　文

債権者らの債務者に対する上記債権の執行を保全するため，債務者の第三債

務者に対する別紙仮差押債権目録記載の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者は，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債務者は，上記請求債権額を供託するときは．この決定の執行の停止又は

その執行処分の取り消しを求めることができる。

平成15年4月14日

宮崎簡易裁判所

裁判官　木　脇　文

これは正本である。

肌同日同庁

裁判所書記官　玉　井



三二Ilこ■三三4別4日1「筆きi予　　言≡整壱鰐所

〒880－▼⊥＿二

〒880一声

当　事　者　目　録

債　　権　　者

yl：l．97ミ！二l　　‘．

債　　権　　者

〒880－0804　宮崎市宮田町11巷32号　正カビル3階1号（送達場所）

電　話　0986－22－0825

FAX O985－22－0840

上妃債権者代理人井領士　　　官　　　田　　　尚　　　典

住　居　所　不　明

債　　務　　者

〒100－0006　東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

第　三　債　務　者　　　株式会社三井住友銀行

上田代表者代表取締役　　　　西　　　川　　　替　　　文

（送達場所）

〒110－0016　東京都台東区台東四丁目11香4号

株式会社三井住友銀行　上野支店



三1二11二闇4月14日1唱≡4方　　言≡構云韓所

請求債権　日　録（債権者＝＝二三一分）

粕用CI Jリ

金25万円

但し，債権者二＿の債務者に対する，下記不払行為責任（民法709粂）

に基づく損害賠償請求権の内金

．記

債権者ニ＝∵が，平成15年3月4ヨ，ヤミ金との交渉を井領士に依頼し，

同日，依頼を受けた債権者ら代理人弁護士が，その日のうちにヤミ金各業者に受

任の通知をしていたにもかかわらず，その7日後である平成15年3月11日か

ら，債務者は，毎日のように，電指をもって債権者への直接取立を行いっづけた

だけでなく．父である債権者■■蹄近所の住民へも電指を何度もかけるといっ

た貸金業規制法21条（金融庁事務ガイドライン三一ニーニ）の趣旨に違反する

社会的相当性を大きく逸脱した取立行為をしたほか，債務者がすし屋に官話して

すしの出前を債権者二「宅へ届けさせ，その代金を債権者らに払わせるな

どの嫌がらせを数回にわたり繰り返すという不法行為をし，その結果，債権者■

■は．金20万円に相当する精神的苦痛と弁礫土費用5万円の合計金25

万円の損害を受けている。



二伸講4別4∃17損方　　言云購云梼雨

請　求　債権　巨　線（債権眉iii分）

NO．9了41〕　デ．ヱ1

金25万円

但し．債権者■の債務者に対する，下記不法行為兼任（民法709条）に

基づく挽寄贈償請求権の内金

記

債権者三≡＝と父である債権者■■が，平成15年3月4日，ヤミ金と

の交渉を弁護士に依頼し，同日．依頼を受けた債権者ら代理人井領士が，その日

のうちにヤミ金各業者に受任の通知をしていたにもかかわらず．その7日後であ

る平成15年3月11日から，債務者は，毎日のように，旬話をもって債権者■

二二三宅への直壊取立を行いつづけただけでなく，債権者≡の近所の

住民へも電符を何度もかけるといった貸金業規制法21条（金融庁事務ガイドラ

イン三一ニーニ）の趣削こ連反する社会的相当性を大きく逸脱した取立行為をし

たほか．債務者が僚機轟にまで旬晒して取立てるという不法行為をし，

その隠見債権者■は，金20万円に相当する精神的苦痛と弁博士費用6万

円の合計金25万円の損害を受けている。



三l：1〔り年4月14日1昭き予　　言臣牌云解析

金25万円

軋粥41コ　ア．」】

仮　差押債権　目　線（債権，ニ二分）

ただし．債務者が第三債務者（上野支店扱い）に対して有する下記預金債権のう

ち，頭書金額に満つるまで。

記

口座種類　　普通

口座番号　　＿＿＿＿＿ニ．ーー．ー＝－－＝＝エ

ロ座名義



2川3年4月l拍】7酢：・方　　言鈷坂解析

仮　差押償・種　目　鉄（債権司■■別

金25万円

町97日　㌢．Jご

ただし，債務者が第三債務者（上野支店扱い）に対して有する下記預金債権のう

ち，頭書金額に浦つるまで。

記

口座種類　　普通

口座番号＋」■戸

口虚名麹　こ＝二二≡＝＝〒±ヲ



三川：二軍蛸14日1管ニラ　　言≡講云解雨

平成15年（ヨ）第27号

債　権　仮　差　押　決　定

：；・：■．；7ミニ・

／

′

、

ヽ

こ

⊥

　

ノ

　

　

、

当事者及び請求債権の表示　　別紙記載のとおり

上記当事者間の仮差押命令申立事件につV．＼て，当裁判所は，債権者の申立

を相当と隙め，下記記載の方法による捜保を立てさせて次のとおり決定する。

捜保の方法；　債権者らが30万円を供託する方法

主 文

債権者の債務者に対する上記請求債億を保全するため，債務者の第三債務者

に対する別紙仮差押債権目録記戦の債権は仮に差し押える。

第三債務者は．債務者に対し，上記仮差押えに係る債務の支払いをしてはな

らない。

債務者は．上記請求債権額を供託するときは，この決定の執行の停止又はそ

の執行処分の取消しを求めることができる。

平成15年3月26日

宮崎地方裁判所

裁判官　　　武　田　義　徳

これは正本である。

前岡日商庁

裁判所書記官　佐　藤 久
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エー二L棋年4月14日1闇三方　　誌蹴鰐綿

章880一幸　官

当　事　者　目　鉄

1柏97机　　1‡

債　・権　　者

〒880－二＿＿－■　宮崎

債．　権　　者

〒．880一－・宮崎市宮田町11番32号正カビル3削骨（送達場所）
．電　話　0985－22－0825

FAX O985－22－0840

上限債権者代魂人弁護士　　　宮　　　田　　　尚　　・典

住　屠　所　不　明

債・　務　　者

軒＝イ

〒100－0005　東京都千代田区丸の内二丁目7番］．骨

’解．三債　務　者　　　　　株式会社凍京三菱銀行

上記代表者代表取締役　　　　　　　　　　　木　　　繋　　　光

（送達夢前）・

〒330－0846　埼玉膿さいたま市大門町二丁目116番場

株式会社某京三菱銀行　大宮支店



2川沌4月14日1聯4カ　　言己肋云弼所
粕守紬〕‡■1土

請求債権　目　録‾（債権者二‾　▲‾三）

金50万円

但し、臆権者■■の債務者に如一る、下記不法行緬任（民法7¢9粂）

に基づく損害賠償情求権の内金

．翠

一便権者■■■が、平成1・5年3月4日－、ヤミ金とふ榊を弁雛に亘凱、
同日、依頼を受け冬鱒相者ら代理人弁護士が、その日のうちにヤミ金各業者に受

任の通知をしていたLl羊もかかわらず、rその8．日後である平成15年3月1．2日か

ら、債務者は、氏名不吉軍のヤミ金策着から債権を頼り受けたと称して、毎日・、－電

菌去をもって債権者べの轡取立を行いつづ隼だけで寧く、債権増■■■の

大旗確者■の将軍や近所の痩民へも電鱈を何度もかけるといぅた貸金業規

’．制法21粂（金融庁事務ガイドライン三一ニーニ）の趣削こ違反する社会的相当

車を大きくや脱した和行為をし、債権等■■■は、金50万別三相当する
．．機中的な軍痛と．金5方円に相当する弁碓士費用という韻事（合計金55万円）を

受けている。



三小こ■沌4別4弓！巧≡4⇒　　亨≡競香草所

滑泉債権　ヨ　録（債権者ii岳如

恥97川　　1：

金50方円

服し、債庵■■あ債準者に対する、下記不法行細任．（民法709条）

に基づく損寄賠鱒請求権の内金

貫己

債権者－の奉鱒・平射5年3月4甲、ヤミ金■との交渉を絹士に依頼

し、同E巨依蛸を受けた慣権者ら代理人弁碩士が、その日のうちにヤミ金各業者

に受任の通知をしていたにもかかわらず、々の約7ヶ月後である平成15年3月

1－2日から・、債務者は．、氏名不詳のヤミ企業者から債権を誹り受けたと称しで、

寧日、電鱒をもって債権者らへの直接取串を行いつづけただけでなく、債権者暮

・－の職功や近所の住民へも郎舌扁度もかけるといった貸金業規制法21奏

L（金甲庁事務ガイドライン三一ニーニ）＿の趣旨に違反する社会的相当性を大きく

・率－し車踊為亘し、▲債麺者■は、金．50万円に相当する精神的な管痛
と金5万円に相当する弁理士費用という損害（合計金55万円）を受けている。



三小〕二号4月14日l肇≡i方　　　言≡鰻詔章節

爪差舟渡鳩目魚（債権苛±≠≒強）

．金50万円

Ⅳl）．9仲コ　「　■「

ただし、債務者が第三債務者（大官支店扱い）‾に対し七有する下記預金債権のう

ち、頸寄金額に満つるまで。

記

口座種類　　普通

口座番号

口座名教　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⊥



三川絹4月月日・1碍≡上方　　享正貨云轟所

J久、糞押債権　白　銀・（債権者＝三分）

金50万円

：町9ラモ亡l　テ，一「

た草し、債務者が第羊債務者（大宮支店数い〉に対して有する下記預金債権のう

ち、顕巷金省削こ梢つるまで。

嘗己

口琴種類　普通

口座番号　「▼▼▼　一－－＝

口座名義　＝三



FAX送信書

平成15年5月23日

〒094－0004　紋別市本町4丁目
電　話：01582（6）2277
FAX：01582（6）2278

発信者：紋別ひまわり基金法律事務所

弁護士　亀　　井　　真　　紀

拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

先日はヤミ金仮差決定例のファックスありがとうございました。私も本日、

ようやく北見の裁判所から決定を頂きました。ご報告を兼ねて送らせて頂き

ます。問題は、口座に入っているかどうかですが、今後も請求金額の多少に

関わらずやっていきたいと思います。

敬具

l．d　を帥9．0日 幽魂詣書川和醗　　仔己ほ土1日〔紺§主州Z



仮　　差　　押　　決　　定

当事者の表示　　別紙当事者目録記載のとおり

請求債権の表示　　別紙請求債権目録記載のとおり

（
朝
座
卓
葉
沖
】

上記当事者間の平成15年（ヨ）第9号仮差押命令申立事件について，当裁判所は，

債権者の申立てを相当と認め，債権者に代わり第三者亀井真紀に金15万円・（釧路

地方法務局北見支局平成1．5年度金第41号）の担保を立てさせ，主文のとお’り決

定する。

主　　　　　　　文

．債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため，債務者の第三債務

者に対する別紙仮差押債権目録記載の債権は，仮に差し押さえる。

■第三債務都享，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債務者は，上記請求債権額を供託するときは，この決定の執行の停止又はその執

行処分の取消しを求めることができる。

平成15年5月21日

釧路地方裁判所北見支部

裁　判　官　　柴　　田　　雅　　司

これは正本であ右。

同日同庁　し

裁判所書記官　　寺　　井　　智 “＋室

昔た芹丁　岩石　苛ニ

：「コI：・て1‘ご‘・ちミ

・▼●J

乙．d　わ帥g．ON 舶舘鰐音摘掌昭　　仔ZZ凱1日∈紺≦室川己



当　事　者　目　録

債　　権　　者

紋別市本町4丁目

紋別ひまわり基金法律事務所（送達場所）

電　話　01582（6）2277

アAX O1582（6）．2278

上記債権者代理人弁護士　亀　　井　　美　　紀

丁

〒094－0004

〒100－0006

（送達場所）

〒171－0・031

〔．d　開聞－0日

住所不明（携帯電話番号　090－1394－4326）

債　　務　　者　　中　　原　　昭　　彦

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

第　三債務者　株式会社三井住友銀行

代表者代表取締役　　西　　川　　善　　文

東京都豊島区目白3－14－1

株式会社三井住友銀行目白支店

塵軸辞書川抑撒　　仔乙純一郎相§如00己



請求債－’権　目　録

1　金98万7294円

ただし、債務者が、自ら又は他の者に指示するなどして共同で債権者に対し、

消費貸借契約がないにも関わらず貸金の返済を迫り、また強い白粥で脅すなどし

て、平成15年4月18日、同年4月21日の2回にわたって債権者に支払をさ

せたという共同不法行為に基づく損害賠償請求権83万7294円、及び、これ

により債権者が精神的苦痛を受けたという共同不法行為に基づく15万円の慰謝

料請求権の合計額

を．d　摘粥．OH 嬰雑記誓書招宴ql甜　　附抱＝托己朋寺川石



仮．差押債権　目　録

金　98万7294円

債務著が第三債務者（目白支店扱い）に対して有する下記銀行口座の預金債権

のうち頭書金額に満つるまで。

記

株式会社三井住友銀行‾▲官自責店

普通預金　6て13771

中原’昭彦

以上

§　－d　摘研一0日 幽魂請書招宴澗　　柘Zほ⊥i配紺与嘉川Z



弁護士蔭山文夫先生

弁護士宮田尚典先生

弁護士亀井真範先生

FAX送信「書
〒79‰0026　愛媛県新居浜市一宮町二丁目1番40号

矢野ビル3階西重菅陽一法律事務所

弁護士　菅　　　　陽　一

恥1　0897　－　37－　3045

F8又　0897－　37－　3046

（送僧日時）

平成15年6月16日午後5時38分

いっもお世話になっております。

先生方にご協力頂いた件に関する、決定書をお送り致します。

なお、23粂照会してヤミ金の住所を調べないといけない、と思っていたら、

裁判所から、公示送達の上申書を出してくれたら公示送達します、と言われま

した。

以上

記

送付枚数（本書を含めて。）

本書

訴訟委任書

9．′こ　－d　5こl【－肌 嬉蓮辟－鮭　　銅制l耶榔＝別服



．仮　差　押　決　定

当事者の表示　別紙当事者目録記載のとおり

請求債権の表示　別紙請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の平成15年（ヨ）第18号債権仮差押命令申立事件について，当

裁判所は．債権者の申立てを相当と諷め，債権者に，担保を立てさせないで，次の

とおり決定する。

主　　文

債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するた軌債務者の東三債務

者に対する別紙仮差押債権目録記載の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者は，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債務者は，上記請求債権額を供託するときは，この決定の執行の停止又はその執

行処分の取消しを求めることができる。

平成15年6　月　9　日

松山地方裁判所西条支部

裁　判　官　　　安　永　武　央

これは正本である。
平成／㌻年b月アロ

松山鳩方裁判所西条支廓・
裁判所書記官　平野陽

き環礁ぎ

9．’【．d　§こl【’洲 塵藷ヨー鮨　　紺別号巳川ゴ9寺川こ



当．春着目録

債権者

T

〒792－0025　　愛媛県新居浜市一宮町二丁目1番40号

矢野ビル3階　西室（送達塩所）

債権者代理人
l

弁護士　　　菅　　　　　　陽　　一

電　話　0897－37－3045

FAX O897－97－3046

住所不明（一般回線電話番号03－5925－1078，

携帯電話番号080－5088－7670）

債務者　　国民保証信販こと

ヤマモトニと

ササキトシュキ

〒100－8388

（送達塩所）

〒106－0032

9．－軒’d　⊆こl〔．0トl

東京都千代田区丸の内ニー7－1

第三債務者　株式会社　東京三菱鍛行

上記代表者代表取締役　　三　木　東　光

東京都港区六本木4－9－7

株式会社東：京三菱銀行　六本木支店

2 座卓結．髄　　鞘副l酌相g毒＝こ



菅旨求債権目録

1　金12万6000円

ただし，債権者が金1万8000円を出資法に違反し無効な金銭消費貸借契

約締結のために交付し，また，かかる無効な契約のキャンセル料を盾にした債務

者の請求に対して，債権者が金7万8000円を不本意ながら支払ったことに基

づき．債権者が債務者に対し有する金9万6000円の不当利得返連語求権，及

び債務者が債権者に対し執拗な取立行為に及んだことにより，債権者が榊的損

害を蒙ったことによる不法行為に基づく金3万円の慰謝料請求権の合計金額。

3

9．‘§　●d　ちこ代．ON 坐鍵掛一線　　縦凱l耶相9重川こ



セ支差押債権Iヨ録

金12万6008円

債券者が第三債務者（六本木支店扱い）に対して有する下記銀行口座の預金債権

のうち頭書金額に満つるまで。

記

株式会社東京三菱銀行　六本木支店

普通預金　1377087

ササキ　トンユキ

9．‘9．d　与こl；●釧 4　　　雌轟封鰻　　縦鮎川個　＝川こ



平成15年4月14日

mx連絡書

弁護士蔭山文夫先生
F∂X：0799－25－35ふ5

全枚数（本票を含む）：　8　枚

件名：　ヤミ金仮差の件

拝啓　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼を申し上げます。

下記のとおりFAXを送付させて頂きますのでご検討の上ご査収ください。

別紙決定5枚ファックスいたします。宜しくお願いいたします。

敬具

ロ後ほど連絡します　⊂に返信ください　⊂】ご返信は不要です

〒850－OD44神戸市中央区東川崎町ト3－3

神戸ハーバーランドセンタービル10F

．TEL：078－371－0171

FAX：078－371－0175

神戸合同法綾事務所

弁護士吉井正明
同　辰巳裕規

；　／し 主」ぃつしま；毒土・：： 盛妻垂苧≡古土曇三川±L7：ラ　ミケぃラ　ー；・：，



●

●　■

仮　差　押　決　定

当事者の表示一別紙当事者目録記載のとおり

請求債権の表示一別紋請求債権日録記載のとおり

らヲ㌔

上記当事者間の平成14年（ト）第92号債権仮差押命令申立事件につき，当

裁判所は債権者の申立てを相当と認め，債権者に下記方法による担保を立てさせ

て，次のとおり決定する。

主．　　　　文

債権者の債務者に対する前記請求債権の執行を保全するため，債務者の第三債

務者に対する別紙仮差押債権日録記載の債権は，イ反に差し押さえる。．

第三債務者は，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債務者は，前記債権額を供託するときは，この決定の執行の停止又はその執行

処分の取消しを求めることができる。

平成14年12月24日

神戸簡易裁判所

裁　判　官　　　杉　中　　滋　和

記

立担保の方法（○印を付したもの）

1，金　　万円の供託

②，株式会社近畿大阪銀行（三宮支店）との間に金10万円を限度とする支

払保証委託契約を締結する方法による担保

3，金　　　　　万円に相当する有価証券総額而金　　　　　万円の供託

4，別紙担保目線記載の方法による担保

′石 いウH；与⊥こ●： 些義幸き苧三岳±ミ：…dlトラ：ケL一手　ー；ウ



当　事　者　日　録

債権者

Tl

〒650棚4　兵庫県神戸市中央区東川崎町1－3－3

神戸ハーバーランドセンタービル10階

祁】戸合同法律事務所

債権者代理人　弁護士　冨　井　正　明

弁護士　辰　巳　裕　規

住所不明（携帯電話番号090－7124－1902）

債務者　エルフラン山本ことタカハシエイジ

〒100－0006　東京都千代田区有菜町1丁目1番2号

第三債務者　株式会社三井住友銀行

代表者代表東雑役　西　川　善　文

く送達場所）

〒114－0002　東京都北l茎王子1丁目16番2号

株式会社三井住友銀行王子支店

；　／；　秦 ⊆11¢L⊥用ぃ！ 必至き芋富岳主計川ゴーケ：ケ！ウL一戸　ー；（■



静　求　債　権　日　録

金一　500，000円

但し、債権者が債務者より平成14年11月11日、虚偽の事実に基づいて

脅迫を受け、これを事実であると錯誤せしめられて30万円を支払ったことに

基づき、債権者が債務者に対して有する不当利得返還請求権。

；　／ケ　＃ Sい¢L⊥；8上り： 幽章春草宣寄主鋸川．dl音：ケ：サトを　一拍



仮　差　押　債　権　日　録

金　500，000円

但し、債務者が清三債務者（王子支店故い）に対して有する下記預金債権の

うち、頭書金額に満つるまで。

記

預金種類　　　普通預金

口座名義　　　タカハシ　エイジ

口座番号　　　　7173164

；　／主　　＝ ⊆い¢Lli81〇： 盛妻重要呈阜皇鋸川ゴlトケ　持上－を　一日



1

1　I　　■

∫　　t l l I

l

I l

l

これは正本である。

・平成14年12月24日

神　戸　簡　易▲　裁　判　所

裁判所書記官　八　木 隆

；　／9　＃ ⊇ま川LH毒1〇！ 盛宴要要望手±針川dLケ：ケ：ウぃき　－；り



ファクシミリ送信状

送イ首先：弁護士　唐山文夫　先生
悶：0799－26－3565

平成15年4月15日

送信枚数：6枚（送信状を含む）

発信人：田島貢法律事務所

弁　護　士　　長谷部　倍
〒650・0016

神戸市中央区柿通2丁目1番9号

クリーンビル2階

電　話：078－371－7117㈹
FAX：0　7　8－3　51－6　2　8　0

〔退席棚〕

いつもお世話になっております。

下記書類を送信致しますので，宜しく御査収下さいますようお顕い申し上げ

ます。

なお，債権者の氏名及び住所はプランタにしておきます。

記

仮差押決定正本 金5枚
以上

三日こ．洲 嬉蔓轟‡閑　　射；毒；：⊆；l断言；川こ



仮　差　押　決　定

当事者の表示→別紙当事者日録記載のとおり

請求債権の表示一別絆請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の平成15年（ト）第18号債権仮差押命令申立事件につき，当

裁判所は債権者の申立てを相当と認め，債権者に下記方法による粗保を立てさせ

て，次のとおり決定する。

主　　　　　文

債権者の債務者に対する前記請求債権の執行を保全するため，債務者の第三債

務者に対する別紙仮差押債権目録記載の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者は，債務者に射し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債務者は．前記債権額を供託するときは，この決定の執行の停止又はその執行

処分の取消しを求めることができる。

平成15年2月28日

神戸簡易裁判所

裁　判　官　　　杉　中　　滋　和

記

立担保の方牡（○印を付したもの）

1，金　　万円の供託

②，株式会社近畿大阪銀行（三宮支店）との間に金1万円を限度とする支払

保証委託契約を締結する方法による担保

3，金　　　　万円に相当する有価虹券総額面金　　　　万円の供鴇

4，別紙鍵保日蝕㌍戦の方法による担保

如1こ一Oi」l 塵毎号釦　　射指；；2川ゴ声音…こ



当事者　目’録

〒⊥二‾二二二¶　神戸市

〒650－0016　神戸市中央区頼通2丁目1番9骨

クリーンビル2勝

田島手法律事務所（送達場所）

上把熊取代理人弁膜土　田　島

同　　　　　　　　　長谷部　僧

電　話　　　078－371－7117
FAX O78－351・－6280

債務者　アサヒコミニしこニケーションことスガワラヤスフミ

住居所不明

〒100－0011　東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

第三債務者　株式会社みずほ銀行

上幣代表者代表取締役　工藤正

（送達場所）

〒02D－0871　岩手県盛岡市中ノ楠通1－5－8

株式会社みずほ銀行盛岡支店

ら⊥上こ．OrJ
必衰き胡　　乱指；：白；相を妄；00；



請求債権　目　録

金13万円

ただし，債権者が債務者に対し，紡律上部効で元本の返．簿請求権すら

存在しない消費貸借契約のその利息及び元金と称して、－平成14年12月

26日，3万円を支払ったことに基づき，債権者が債務者に対して有する3

万円の不当利得返溝請求権及び，債務者が法律上無効な契約をたて

にとって，債権者に上限支払をさせたこと及び全く額蘭係である債権者の

娘にまで恐喝まがいの取立て行為をしたという不法行為に基づく10万円

の慰一謝．料請求権の合計額

を．d　ら‖こ’0トl
購読離　　別堀て臣ち相手吉川こ



－∫　●

仮差押債権目鉄

金13万円也

ただし，債務者が第三債務者｛盛岡支店扱い）に対して有する下記預金債権のう

ち下紀の順序に従い頭諺金額にみつるまで。

罷

1・善押さえのない預金と差押さえのある預金とがあるときは，次の順序によるb

（1）先行の裏押・仮差押のないもの

・（2）先行の差押・仮差押のあるもの
1

2　教程の預金があるとせは，次の順序による。

（1）定期預金

（2）定期積立

（3）積立預金　　　‘

（4）通知預金

（5）普通預金

（6）別段預金

（7）当座預金

3　同種の預金が数口あるときは，口座番号の若い順序による。

以上

弓．占　　Hこ馴 雌妻前部］　削；狛白川葎童〔08；



9．d　与Hこ．oJLJ

塵壷細　別∈紅組帥捌¢こ



仮　差　押　決　定

当　事　者　　　　別紙当事者目録記載のとおり

硝求債権　　　　別紙請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の平成14年（ヨ）第3　2号債権仮差押命

令申立事件について，当裁判所は，債権者の申立てを相当

と認め，債権者に金3万円を供託する方法による担保を立

てさせて，次のとおり決定する。

主　　　　文

債権者の債務者に対する上記債権の執行を保全するた

め，債務者の第三債務者に対する別紙仮差押債権目録記載

の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者は，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支

払をしてはならない。

債務者は，上記請求債権額を供託する　ときは，この決定

の執行の停止又はその執行処分の取消しを求めるこ　とがで

きる。

平成14年7月10　日

神戸地方裁判所洲本支部

裁　判　官　　野　路　正　典



当事者目録

T

債権者

〒656－0024　兵庫県洲本市山手3丁目2番23号　山手コーポ202号

蔭山法律事務所（送達場所）
電話　0799－25－3564
FAX O799－25－3565

債権者代理人

弁護士　蔭山文夫

住所不明（電話番号03－5338－1227）

債務者　ダイヤモンドこと

イザワマサフミ

〒460－8660　愛知県名古屋市中区錦3丁目21番24号

第3債務者　株式会社ユーエフジェイ銀行

上記代表代表取締役　寺西正司

（該当する預金の存在する支店）

〒169－0075　東京都新宿区高田馬場1丁目26番5号

株式会社ユーエフジェイ銀行

高田馬場支店



請求債権目録

1金11万5000円

ただし、債権者が債務者に対し、法律上無効で元本の返還請求権すら存在しない消費貸

借契約のその利息及び元金と称して、平成14年6月6日から同年同月24日まで合計6万
5000円を支払ったことに基づき、債権者が債務者に対して有する6万5000円の不当利得
返還請求権、および、債務者が法律上無効な契約をたてにとって、債権者に上記支払をさ

せた不法行為に基づく5万円の損害賠償請求権の合計額



仮差押債権目録

金11万5000円
債務者が第三債務者（支店扱い）に対して有する下記銀行口座

記

株式会社ユーエフジェイ銀行　高田馬場支店

普通預金　3994965

イザワ　マサフミ

以上



これは正本である。

平成14　年　7　月10　日

神戸地方裁判所洲本支部

モ．＿一千三・芋詞

裁判所書記官佐柳宏軽震－、－　－－‾l

†Fこ「三宗ぎ



仮　差　押　決　定

当　事　者　　　　別紙当事者目録記載のとおり

請求債権　　　　別紙請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の平成14年（ヨ）第3　3号債権仮差一押命

令申立事件について，当裁判所は，債権者の申立てを相当

と認め，債権者に金3万円を供託する方法による担保を立

てさせて，次のとおり決定する。

主　　　　文

債権者の債務者に対する上記債権の執行を保全するた

め，債務者の第三債務者に対する別紙仮差抑債権目録記載

の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者は，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支

払をしてはならない。

債務者は，上記請求債権額を供託する　ときは，この決定

の執行の停止又はその執行処分の取消しを求めるこ　とがで

きる。

平成14年7月10　日

神戸地方裁判所洲本支部

裁　判　官　　野　路　正　典



当事者目録

債権者
T

〒656－0024　兵庫県洲本市山手3丁目2番23号　山手コーポ202号
蔭山法律事務所（送達場所）

電話　0799－25－3564
FAX O799－25－3565

債権者代理人

弁護士　蔭山文夫

住所不明（電話番号03－5817－3785）

債務者　ホープこと　シ

フジサキカズオ

〒100－0005　東京都千代田区丸？内三丁目／・7番ユ号
／　　　　　　第三債務者　株式会社東京三菱銀行′

上記代表代表取締役　三木繁光／
（該当する預金の存在する支店）

〒110－0005　東京都台軍区上野号－キー1今′

株式会社東京三菱銀行上野支店



請求債権目録

1・金　9万6000円

ただし、債権者が債務者に対し、法律上無効で元本の返還請求権すら存在しない消費貸

借契約のその利息及び元金と称して、平成14年6月14日から同年同月25日まで合計4万

9000円を支払ったことに基づき、債権者が債務者に対して有する4万9000円（うち3000

円は債務者より返還済）の不当利得返還請求権、および、債務者が法律上無効な契約をた

てにとって、債権者に上記支払をさせた不法行為に基づく5万円の損害賂償請求権の合計

額



仮差押債権目録

金　9万6000円

債務者が第三債務者（支店扱い）に対して有する下記銀行口座

記

株式会社東京三菱銀行．止野支店′

普通預金151321年

フジサキカズラ．

以上



これは正本である。
／

平成　14　年　7　月　10　日

神戸地方裁判所洲本支部

裁判所書記官　佐　柳　宏　f
賢・きjミ・▲∴∴．・－＿．－・一　－‾ご二▲ご1

■∈＝芋㍉∵1「



20040∽0水11：27FAヱ0359190747中村法律事務所
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2004年3月10日

〔送　侶　先〕　弁 士　蔭山文夫　先生（l弧 079　9－25－3565〉

中　村　法　律　事　務　所

㊥1細・0004　東京都新宿区四谷1－20秋臆ビル2酢

TEL O3－5919－0745

FAXO3‾5919‾0散1弁護士　巾　　村　　呂

〔送信枚数〕 6　　牧（本書含めて）

〔件　　名〕　川U穐裁仮弄押決定の作　　一

〔通　信　欄〕

お世貢引こなっております。

別紙のとぉり送付いたします。

他用するときは過当に債務者名等を隠しておいて下さい。

馴01／006



20040日O水11：27F通0359190747中村法律事務所 馴02／006

′04．ト22

仮　差　押　決　定

当　事　者　　　　別紙当事者日録記載のとおり

請求債権　　　　別耗請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の平成16年（ト）第　1　号債権仮差押命

令申立事件について，当裁判所は，債権者　の申立てを相当

と認め，債権者　に担保を立てさせないで，次のとおり決定

－する。

主 文

債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全する

ため，債務者の第三債務者に対する別紙仮差押債権目録記

載の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者は，債務者に対し，′仮差押えに係る債務の支

払をしてはならない。

債務者は，上記請求債権額を供託するときは，この決定

の執行の停止又はその執行処分の取消しを求めることがで

きる。

平成16年1月21日

川口簡易裁判所

裁　判　官　鈴　木　信　幸

（債権仮差押）





20040日O水11：27FA‖359190747中村法律事衷所

請求債権目録

1　金25万9500円
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馴04／006

ただし、債権者が、自称グローバルカンパニーから、平成15年11月7日か

ら同年11月11日まで、融資のために必要な手数料等などと欺岡されて、債務者

名義の銀行口座に送金させられたことに基づき、債権者が債務者に対して有する不

当利得返還請求権金26万0・5・00円から、自称グローバルカンパニーが振込手数

料名目で送金してきた金1000円を差し引いた残金25万9500円



20040日O水11：27　F道0359190747中村法律事務所

仮差押債権目録

1　金25万9500円

＿
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帥5／006

債務者が、第三債務者（大塚支店扱い）に対して有する下記銀行口座の預金債権

のうち頭書金額に満つるまで

記

株式会紐三井住友銀行　大塚支店

一普通預金　　1311459

ナガミネ　ヨシオ



200403／10水11：27F通0359190747中村法律事務所
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馴06／006

こ　れは正本であ　る。

平成／占　年　′　月　ユ／日

川口簡易裁判所

JT∵丁◆‾‾　　　‾

ニ：：－Jl
l・・，　　　　　　　　　　　　I

．こ．●．

裁判所書記官　園田　軒∵∴寸
；●ニ：・・・．，こ．：●と

一－■▲■　－　　■ノ■■　】　　一－■

（00．1230．∝巾lく） （3り



21〕0絹4月14日17酢・三方　　言匿牌宝飾所

イ反　義　押　決　定

当事者　別紙当事者目録記載のとおり

請求債権　別紙請求債権目録把戟のとおり

NO．9741こ

上記当事者間の平成15年（ト）第2号債権仮差押命令申立事件について，当裁判

所は，債権者の申立てを相当と認め，債権者らに各金1万円の担保を立てさせて，次

のとおり決定する。

主　　　　　　　　　　文

債権者の債務者に対する上記債権の執行を保全するため，債務者の第三債務者に対

する別紙仮差押簾種目銀記載の債楓楓仮に差押える。

第三債務者は，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債紡者は，上記請求債権額を供託するときは，この決定の執行の停止又はその執行

処分の取消しを求めることができる。

平成15年3月14日

都城簡易裁判所

裁判官　ノIl　崎　聡　子

これをま正本である。

同日同庁

裁判所書記官　大久保
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三：・■二】：…革4引蓬］巧≡悠　　享‡講云韓所

〒■－二■‾　宮崎県

当　事　者　目　録

債　　権　　者

〒－」iii　宮崎県

：町9？壬l二I t

債　　権　　者

〒8J80－0804　宮崎市宮田町11番32号　正カビル3階1号（送達場所）

電　苫舌　0985－22－0825

FAX O985‾－22－0840

上記債権者ら代理人弁領土一　　宮．　　田　　　尚　　　典

住　居　所　不　明

債　　務　　者

かヲカナ

〒100－0011　東京都千代田区内幸町一丁目1春5号

第　三　債　務　者

上記代表者代表取締役

（送達場所）

〒1r60－0023 〒梅

株式会社みずほ銀行

工　　　藤　　　　　　正

厚田新宿一丁目17春1

ニュー・一√：・・株式会社みずほ銀行　新得南口支店



三かコ請4月購1指Hこカ　　言≡演云葬所

絹　求　償　権　日　録（債権者二二二分）

金10万円

：町ウ74Lこl r

■

・但し、壷柏者■■■の債務者に対する、下記不法行細任（民法70＿9粂）
に基づく頒割昏償謂康権の内金

記　　一

牒権者－がこ平成14年7月25白・、－負鱒整理を弁膜士に依癒し元日、J

依賄を受けた債権者ら代理人弁護士が、その．甲のうちに債務者に受任の通知をし

ていたにもかかわらずこ　その約7ヶ月後である平成15年2月21日から・、債務

者は、氏名不詳のヤミ企業者から債権を頼り受けたと称して、毎日、電話をもっ

て債権者らへの牢接虚立を行いっづけただけでなく、債準者■■の娘債権者

l■■の職場人も電露を何度もかけるとい云．た貸金業規制法21条（金融庁事務

ガイドライン圭一ニーニ）‾の趣旨に適反する社会的相当性を大きく逸脱した不法

毎為をし、債権者■－恵金10万甲に相当する精細甲な苦痛と金5万円に
相当する弁護士費用という・損害．（合計金。15万円）を受けている－



200絹4月14日17断・さカ　　詔偶宝飾餅

棺　求　債　権　目　録（債権者】■■粉）

Ⅳ0．97用　F＼9

金10万円

但し、債権者■■■の債務者に対する、下由不綾行為安住（民法70＿9粂）rに

基づく損害賠償請求権の内金

言己

・債権者－の母が、平成14年．7月25日J負債整理左弁譲士に依頼し、。同

日、牒傾を受けた債権者ら作漫人弁護士が、そ中日のうちに債坊者に受任の通知

をしていたにもかかわらず、その約7ヶ月魂である平成15年2月21日から、

債務者は、氏名不詳のヤミ金業者から債権を視り受けたと称して、毎日、電鰭を

もって債権者らへの直接取立を行いつ竜けただけでなく、債権者■■の職鴇へ

・も電詔を何度もかけるといった貸金業規制法2I一条（金離庁事務ガイドライン三

一ニーニ）の趣旨に違反する社会的不∈当性を大きく逸脱，した不法行為を．し、債権

者■は、金10万円に相当する精神的な哀痛と金．5方円に相当する井領士努

舟という強奪（合計金15万円）を受けている。



三川3年4月14日1聯三貴　　書証鱗去鱒師

仮差押債権目録（僚準者■分）
金18万円

）粕9741〕　ヂ．川

ただし、債務草が第三債務者（新得帝口支店扱い）に対して有する下記預金債権

のうち、頭書金額に潤つるまで。

一貫己．

口座種類　　普通・

、口座番号．二‾　　‾＝二

口座名義　「＝」∴二二J



三lこ相薄明14∃1T≒≡：・士

金10万円

一
鴨
川

ユ
m

言
亨

ノ
I
だ
【

⊥
◆
ム

‥
真

申
ご
卜

〓
⊥

言
コ

仮題押債権目録（債鱒者■－分）

：町974り　　：1

ただし、債務者が第三債務者（新宿南口支店扱い）に対して有する下記預金債権

のうち、頭書金軌こ潮つるまで。

甘己

口座種類　　普通

口座番号　　二二＝‾‾ニ

口座名麹　「二「▼‾「二＿＿二」



2M年朋1う日1弼用　　芦屋古師民法解析

弁J士法人

芦屋西宮市民法律事務所

蔭山法律事務所

蔭　山　文　夫　先生

Fax No：0799－25－3565

ト丑1242　P．1

2003年4月15日

F A X送付書

弁護士　津久井　　進
芦屋事務所　〒　659－0068
兵庫県芦屋市業平町5番20号4階
T E L O797－34－7623

F A X O7　97－34－7624

担当事務局（　相　薗　）

前略

お世話になります。

ご依頼のありました仮差押決定書（やみ金業者相手で住所が不明なもの）をファ

ックスします。

よろしくご査収下さい。

ファックスが遅くなりましたことお詫びいたします。

草々



2川手4月15∃13韓ヨ4分　　声量舌前殿解析

仮　差　押　　決　　定

当　事　者　　別紙当事者目録記載のとおり

請　求　債　権　　別紙請求債権目録記載のとおり

HO．1242　P．2

上記当事者間の平成15年（ト）第4号債権仮差押命令申立事件について，当裁

判所は，債権者の申立てを相当と認め，債権者に金2万円を供託する方法による担

保を立てさせて，次のとおり決定する。

二l三　　　　　　J⊂

債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため，債務者の第三債務

者に対する別紙仮差押債権日録記載の債権は，仮に差し押さえる。

第三債務者は，債務者に対し，仮差押えに係る債務の支払をしてはならない。

債務者は，上記請求債権額を供託するときは，この決定◆の執行の停止又はその執

行処分の取消を求めることができる。

平成15年2月10日

尼崎簡易裁判所

裁　判　官　大　石　貢　二



200靖4月15日1犀4分　　声転訴殿串蹄

当　事　者　目　録

HO．！242　P．3

債　権　者

（送達場所）

659－0068　兵庫県芦屋市業平町5番20号トミー・ラ・グラース芦屋

弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所

電　話　0797－34－7623

FAX O797－34－7624

債権者代理人弁護士　　　津久井　進

住所不明

債　務　者　　　　ファミリアことミウラカズヒト

100－0011　東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

第三債務者　　　　株式会社みずほ銀行

代表者代表取締役　　　　工　藤　　正

（該当する預金の存在する支店）（送達場所）

170－0013　東京都豊島区東池袋1－28－1　池袋東口支店



？M舞4別うヨ1軒鰻　　声香西訴殿革新

請　求　債　権　目　録

1　金11万5000円

‖0．1242　P．4

ただし，債権者が債務者より，下記内訳により借り受け（法律上は無効），下

記内訳により支払ったことに基づく，債権者が債務者に対して有する不当利得

返還請求権6万5000円，および，平成15年2月4日，債務者が債権者の

関係者を強迫して非債弁済を迫ったことによる債権者の債務者に対する不法行

為に基づく慰謝料請求権5万円の合計額

記

（借り受けた金額）

平成14年12月12日　　6万5000円

（支払った金額）

平成14年12月20日　　3万0000円

平成14年12月27日　10万0000円



2803年4月15日1㌍糊　　声面前規律章節

仮　差　押　債　権　目　録

金11万5000円

債務者が第三債務者（支店扱い）に対して有する下記銀行口座

記

NO．1242　P．5

みずほ銀行　池袋東口支店　普通預金　4183639　ミウラカズヒト

以上



紺闇引椚日1弼∋鰻　　声泰諦規綽務所

前記は正本であ　る。

同　日　同　庁

裁判所書記官　神
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